
ＬＩＮＥチャットボットを使ってご自身で解決を図れます！

「階下漏水」や「鍵の紛失」など緊急を要する電話をしたいときは…

電話が繋がるのを待たずに WEB から問い合わせも！
「画像」や「動画」を添付でき、具体的に伝えられます！

水洗から水がポタポタ漏れている

0120-268-522

katsura

桂不動産緊急サポート

お問い合わせありがとうございます。
お問い合わせは LINE とWEB フォームから
可能となっています。
受け付け次第、順次担当者よりご連絡いたし
ます。

WEBフォームで受付

画像や動画を
添付できます

お問い合わせ情報
複数お問い合わせがある場合は
送信後に続けてご入力ください

カテゴリ
カテゴリを選択してください

折り返しのご連絡
○不要　　○必要

現在の状況の写真または動画

ファイルを選択してください
電話をかける

Ｌｉｆｅ　Ｃｙｃｌｅ　Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ （ユーザー限定の会員特典） 

※2023 年 9 月より英語 ・ 中国語が対応になりました（平日 9:00 ～ 17:00 受付）

※このサービスは当社が診療 ・ 治療等の医療行為を行うものではありません。

コンタクトセンターにて
受付・対応いたします。

桂不動産緊急サポート

お問い合わせありがとうございます。
お問い合わせは LINE とWEB フォームから
可能となっています。
受け付け次第、順次担当者よりご連絡いたし
ます。

WEBフォームで受付

電話をかける

コンタクトセンターにて
受付・対応いたします。
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換気設備

スイッチ

コンセント

停電

換気扇

テレビ

電気温水器

レジスター
（換気口）

窓ガラス

漏水

漏水

漏水

漏水

漏水

階下漏水

紛失による解錠

シリンダー詰まり

ドアガード閉まり

施錠不良

ヒビ・割れ

破損

水が止まらない

水が流れない

止水作業、給水パッドシート設置、パッキン交換、
シールテープ作業、部品まし締め等の応急処置

止水作業、給水パッドシート設置、パッキン交換、
シールテープ作業、部品まし締め等の応急処置
止水作業、給水パッドシート設置、パッキン交換、
シールテープ作業、部品まし締め等の応急処置
止水作業、給水パッドシート設置、パッキン交換、
シールテープ作業、部品まし締め等の応急処置

ローポンプによる作業、清掃、軽作業

パッキン交換、部品まし締め等の応急処置

止水・給水パッドシート、パッキン・シールテープ、
部品まし締め等の応急処置

止水作業・ロータンク内部品調整等の応急処置

ロータンク内部材交換、部品外れ確認、 
バケツで水を流し入れる応急処置

ローポンプによる作業、清掃等の軽作業

止水作業、各部調整、パッキン交換

止水作業、給水パッドシート設置、パッキン交換、
シールテープ作業、部品まし締め等の応急処置

ローポンプによる作業、清掃等の軽作業

パッキン交換、部品まし締め等の応急処置

止水作業、給水パッドシート設置、パッキン交換、
シールテープ作業、部品まし締め等の応急処置

ローポンプによる作業、清掃等の軽作業

止水作業、給水パッドシート設置、パッキン交換、
シールテープ作業、部品まし締め等の応急処置
上階の状況確認、上階パイロットの確認、
給水パッドシート設置による応急処置

ピッキング解錠、サムターン回しによる解錠

各部調整、清掃、潤滑剤塗布

現地調査

各部調整、エアーダスター清掃、潤滑剤塗布

破損箇所養生、ガラスサイズの採寸

破損箇所養生、ガラスサイズの採寸

各部点検・調整、管球交換の確認

現地調査

現地調査

現地調査、ドレンホース清掃

現地調査

各部点検・調整

通電確認

点灯不良

落下・破損

動かない・冷暖房がでない

水漏れ

水漏れ

ガス漏れ

水漏れ・動かない

作動不良

作動不良

異音
作動不良

作動不良

エラーコード表示

作動不良

鳴動・誤作動

安否確認

一部・全部停電

作動不良 ( 連動型・差圧型 )

破損

視聴不良

お湯が出ない

お湯が出ない

温度調整不良・エラー表示(点滅)

温度調整不良・エラー表示(点滅)

お湯が出ない

警報機発報・エラー

報知器発報・エラー

ブレーカー確認、過電流･絶縁測定、漏電回路
切り離し、電力会社（地域停電含む）確認

清掃、現地調査（異音箇所特定、モーター確認）

清掃、現地調査（異音箇所特定、モーター確認）

清掃、現地調査（作動及び通電確認）

応急処置

現地調査

現地調査

現地調査（主電源・適合調理鍋の確認・天板汚れ等確認）

現地調査（主電源・適合調理鍋の確認・天板汚れ等確認）

現地調査（インターホン症状・モニター・設置場所・
電池 BOX等確認）、電池交換、配線の抜き差し確認

現地調査

現地調査（インターフォン鳴らし在宅確認、
ポスト内の郵便物及び外観からの確認）

現地調査

現地調査

現地調査

現地調査

現地調査

現地調査

現地調査

現地調査

バーロック解錠、
クレセント錠解錠

分解洗浄

バーロック解錠

分解洗浄

破損物撤去作業

破損物撤去作業

スイッチ交換、照明本体交換

各部品交換、本体交換

各部品交換、本体交換

各部品交換、本体交換

各部品交換、本体交換

スイッチ交換、ブレーカー交換

コンセント交換、ブレーカー交換

配線工事、電気設備部品交換

換気扇及びモーター等部品交換

換気扇及びモーター等部品交換

レジスター部品交換、本体交換

レジスター部品交換、本体交換

部品交換、本体交換

部品交換、本体交換

部品交換、本体交換

インターフォン交換、配線及び部品交換

電池式の火災報知機の現地調査

　

部品交換、本体交換

部品交換、本体交換

部品交換、本体交換

部品交換、本体交換

詰まり除去の軽作業

現地調査

給排水

給排水

蛇口

ディスポーザー

詰まり

水・お湯が出ない

水・お湯が出ない

破損

詰まり

詰まり

詰まり

詰まり

破損

破損

破損

破損

給排水管部品交換

給排水管部品交換

給排水管部品交換

給排水管部品交換

高度及び高額な費用がかかる
養生作業、上階の作業 天井裏の給水管及び排水管に関わる隠 分は対象外となります。

部品（ボールタップ、フロート弁等）交換

部品（ボールタップ、フロート弁等）交換、
トイレレバー交換

トーラーによる作業、高圧洗浄、
分解洗浄、薬剤投入

給排水管部品交換

給排水管部品交換

排水管部品交換

分解洗浄、部品交換、本体交換

トーラーによる作業、高圧洗浄、
分解洗浄、薬剤投入

トーラーによる作業、高圧洗浄、
分解洗浄、薬剤投入

トーラーによる作業、高圧洗浄、
分解洗浄、薬剤投入

部品交換、本体交換

給排水管部品交換

部品交換、本体交換

給排水管部品交換

給排水管部品交換

場所
( 設置箇所 ) 設備 症状 基本作業(現場駆けつけサービス対象)

対応作業
基本作業対象外
対応作業（例） 注意事項

2022年10月1日策定

  便器の脱着 ( ロータンク及び機能部を外す等 ) は追加料金
  ( 時間超過料金、特殊作業料金 ) が発生します。 
  原因箇所が公共下水管の場合、公共機関への連絡対応となり
  ます。 
  トーラー及び高圧洗浄等の使用時は追加料金(時間超過料金、
  特殊作業料金 ) が発生し ます。
  海外製などの特殊製品は、対応できない場合があります。
  廃盤となった部品交換の対応はできません。
  寒冷地での水道管凍結は対応できません。
    

  解錠作業前に、利用者様の運転免許証等で本人確認を致します。
  本人確認及び居住確認ができない場合、解錠作業は行いません。
  況 ( 深夜時間等 )により、解錠できない場合があります。
  、対応できない場合があります。
  解錠時にドアスコープを破壊した場合、ドアスコープの部品が有償となります。
  

  、対象外となります。
  接着剤等が原因の除去作業は、対応できない場合があります。
  錠（外出される等）は対象外となります。 

  電話によるマイコンメーターの復旧案内をおこない、利用者
  様ご自身でお試しいただきます。
  専門業者の手配となった場合、各メーカー及びガス会社の手 
  配対応となります。
  本体交換が必要な場合は、管理会社様へ対応をお願いしてい
  ます。

  電話による在宅確認をおこないます。
  解錠の在宅確認はおこないません。

  コンセントタイプの火災報知機は対象ですが、 電池式タイ     
　プは対象外となります。

  照明の管球交換は、対象外となります。
  清掃作業は、対象外となります。
  不具合の内容により、電力会社・各メーカー対応となる場合
  があります。
  テレビ･オーディオ･エアコン･冷蔵庫等利用者様の所有する
  家電製品は対象外となります。
  原因箇所が共有部分に及ぶ場合は対象外となります。

※3

  ガラス交換は、特殊な作業料金が発生します。
  特殊なガラス交換には、日数がかかるまたは対応できない場合があります。
  吹き抜け等の高所作業は対応できない場合があります。

。）すまりなと担負ごの様客お、は用費置設場足（  
  原因箇所が共用部分に及ぶ場合は対象外となります。

※１ 部材料金及び特殊作業料金は、基本作業には含まれていません。　※２ 現場駆けつけ対応において、原則として、上記の基本作業を、駆けつけ業者が現場に到着した時点を起算点として
最大60分まで行うものとします。ただし、当社がトラブルは解決したと判断した場合又は現場駆けつけ対応ではトラブルの解決が不可能であると判断した場合等駆けつけ業者がこれ以上現
場に滞在する合理的な理由が無いと判断した場合は、その時点で現場駆けつけ対応は終了となります。　※３ 基本作業対象外の「対応作業例」は、一部の参考事例となります。

第１条（適用関係）
1.この利用規約は、ジャパンベストレスキューシステム株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する緊急駆けつけパッケージサービス(以下「本サービ

ス」といいます。)の利用等に関して適用されます(以下「利用規約」といいます。)。
2.当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」といいます。)を設けることがあります。それらの

諸規定はこの利用規約の一部を構成するものとし、利用規約に定める内容と異なる場合、諸規定の内容が優先されます。

第２条（定義）
1.「サービス対象物件」とは、当社が、本サービスを提供する住戸をいいます。
2.「利用者」とは、サービス対象物件に居住する方で当社所定の方法で申請した本人(以下「本人」といいます。)及びその同居人で且つ、当社が登録した個

人をいいます。

第３条（本サービスの利用）
予め同意するものとし、その他本サービスの提供に基づき発生する税込価格の料金についても同様とします。

第４条（消費税率又は地方消費税率の変更）
本人は、消費税率又は地方消費税率が変更になった場合、その税率が施行される時から自動的に当該変更後の税率に従って、第12条第1項に定める料金に係る
消費税及び地方消費税が変更されることに、予め同意するものとし、その他本サービスの提供に基づき発生する税込価格の料金についても同様とします。

第５条（有効期間）
1.本サービスの有効期間は、当社が指定した日をもって開始とし、当該サービス対象物件に入居する契約が終了した日をもって終了とします。
2.既に入居している住戸が新たにサービス対象物件となった場合には、当該住戸がサービス対象物件となった日をもって、本サービスの有効期間の開始とし

ます。
3.入居している住戸がサービス対象物件でなくなった場合には、当該住戸がサービス対象物件でなくなった日をもって、本サービスの有効期間の終了とします。

第６条（登録情報の変更）
1.利用者は、当社に届け出た連絡先や同居人等の情報(以下「登録情報」といいます。)に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに変更手続をとる

ものとします。また、登録情報の変更は本人の申し出により行います。
2.登録情報の不備、変更手続の不履行や遅延などにより利用者が不利益を被ったとしても、当社はいかなる責任も負いません。

第７条（利用資格の取消し）
利用者が次のいずれかに該当した場合、当社は利用者の利用資格を取り消すことができるものとします。
1.この利用規約又は諸規定の定めに違反した場合
2.不要な問合せや悪質ないたずら等で本サービスの業務に支障をきたした場合
3.暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人(いわゆる反社会的勢力)に属する、又は密接な関係を有する場合
4.その他、当社が利用者として不適切とみなした場合

第８条（個人情報）
1.当社は、本サービスの提供を通じて知り得た、会員に関する情報に含まれる個人情報(個人情報の保護 に関する法律に定義する意味を有し、以下「個人情

報」といいます。)について、個人情報の保護に関する法律の諸規定を遵守し、善良なる管理者の注意を持って管理するものとします。また、当社は、当社
の業務提携先が本サービスの提供に関する業務を行う場合、当該業務提携先がかかる業務を通じて知り得た個人情報を適切に管理するよう、最善の努力を
行うものとします。

2.会員は、当社及び業務提携先が次の各号に掲げる目的のために個人情報を使用することについて、あらかじめ同意するものとします。
①本サービスを会員及び利用者に対して提供するため
②本サービスの運営上必要な事項を会員及び利用者に知らせるため
③本サービスの改善、マーケティング活動、新商品開発等を目的とした各種アンケートを実施するため
④本サービスの利用状況や会員の属性等に応じた新たなサービスを開発するため
⑤当社若しくは当社のグループ会社又は当社の業務提携先が提供する関連サービスや商品のご案内のため

3.管理会社は、会員との間で本サービスの利用契約を締結した場合、本サービスの提供のため必要な範囲で、会員の個人情報を含む登録情報その他の必要な
情報を当社及び当社の業務提携先に提供するものとし、会員はあらかじめこれに同意するものとします。

4.当社及び当社の業務提携先は、本サービスの提供に関わる業務及び第2項に定める目的を達成するために必要な業務を第三者に委託することがあります。こ
の場合、当社及び当社の業務提携先は、委託業務の遂行上必要な範囲で当該委託先に、会員の個人情報その他の必要な情報を開示して取り扱わせることが
あり、会員はあらかじめこれに同意するものとします。

5.前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は会員その他の者の個人情報を第三者に開示・提供することがあり、会員はあらか
じめこれに同意するものとします。
①利用者又は公共の安全を守るために緊急の必要があると当社が判断した場合
②裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分、又は法令により開示が必要とされる場合
③当社、当社の業務提携先又はこれらの関係者の生命、身体、財産等の権利を保護するために必要不可欠であると当社が判断した場合
④その他、当社が本サービスの運営維持のため必要不可欠かつやむを得ないと合理的に判断した場合

第９条（規約の追加変更）
本サービスの運営上、利用規約に追加又は変更の必要が生じた場合は、追加又は変更する条項について、当社が別途指定する方法にて告知するものとします。

第１０条（免責）
当社は、本サービスの運営に関して故意又は重大な過失がない限り、利用者に対して損害賠償義務を負わないものとします。

第１１条（内容）
1.利用者は、サービス対象物件について、次の各号の日常生活上における設備不具合等(以下「設備不具合等」といいます。)が生じた場合、当社指定の専用

ダイヤルを利用して、24時間365日、設備不具合等の解決を図るための情報提供又は当社が別途定める実施要領 (以下「実施要領」といいます。)に記載の
現場駆けつけ対応を受けることができます。ただし、当社が利用者から本サービスに関する連絡を受けた後に利用者と連絡が取れない状態が24時間以上経
過した場合には、当社は本サービスへの対応を当社の判断により任意に終了することができます。なお、現場駆けつけ対応は設備不具合等の完全な解決及
び現場への特定の出動時刻を保証するものではなく、地域、時間帯、天候、交通事情、作業内容等の諸般の事情により、即日対応できない場合や作業員が
現地到着するまでに時間を要する場合があることにつき、利用者はあらかじめ同意するものとします。
①玄関カギの紛失・故障等の不具合(ただし、開錠対応の際には別途特殊作業費用がかかることがあります。なお、特殊構造の鍵に関しては開錠できない場

合があります。)
②給排水設備の不具合
③窓ガラスの破損
④ガス機器の不具合
⑤電気設備の不具合(利用者が所有する家電製品は対象外とします。)
⑥安否確認のサポート

2.前項(第6号の場合を除く。)の本サービス対応時には、利用者の立ち会いが必要となります。
3.本条第1項の現場駆けつけ対応の対象となるのは、実施要領に定める基本作業で、かつ、一度の訪問及び作業で完結する一次対応に限るものとします。実施

要領に定める基本作業に該当しないもの又は再度の訪問及び作業については、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの対象外としま
す。また、現場駆けつけ対応は、設備不具合等の完全な解決を保証するものではなく、設備不具合等の内容や現場駆けつけ対応時の状況により、現地調査
や応急処置を行うのみの対応、又は現場確認後に管理会社へ報告を行うのみの対応にとどまることがあることにつき利用者はあらかじめ同意するものとし
ます。

4.現場駆けつけ対応では設備不具合等が解決できないと考えられる場合、又は二次被害が発生することが、当社の判断により現場駆けつけ対応を行なわない
ことがある旨に会員はあらかじめ同意するものとします。

5.本サービスを利用する場合、原則として、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書(以下、単に「身分証明書」といいます。)による本人確認が必要とな
ります。

6.利用者は、作業員が、現場において設備不具合等の箇所、その旨が疑われる箇所及び作業内容等の写真を撮ることをあらかじめ同意するものとします。
7.当社は、現場駆けつけ対応において、原則として、作業員が現場に到着した時点を起算点として1回当たり最大60分間までの実施要領に定める基本作業を行

うものとします。ただし、設備不具合等が解決したと当社が判断した場合又は現場駆けつけ対応では設備不具合等の解決が不可能であると当社が判断した
場合等、作業員がこれ以上現場に滞在する合理的な理由が無いと当社が判断した場合は、当社はその時点で現場駆けつけ対応を終了することができるもの
とします。

第１２条（利用料金）
1.利用者は、現場駆けつけ対応を無料で受けることができます。但し、次の各号の場合、利用者は別途実費等を負担する場合があります(第1号の場合につい

ては負担するものとします。
①60分を超過した作業の代金(超過10分ごとに1,650円(税込))
②現場駆けつけ対応に部品交換や特殊作業が必要になった場合の代金
③利用者の責に帰すべき事由により、現場駆けつけ作業員(以下「作業員」という。)到着後に現場駆けつけ対応がキャンセルになった場合のキャンセル料

(6,050円(税込))
④その他前各号に関連し、当社が当社の責に帰すべき事由なく前各号以外の実費等を負担した場合

2.利用者は、本サービスの対象に含まれない事項についても、作業員と協議のうえ別途有料でサービスを受けられる場合があります。
3.現場駆けつけ対応ではトラブルが解決できない又は二次被害が発生することが予想される場合、利用者は作業員等と協議のうえ別途有料でサービスを依頼

することができます。
4.当社は、前3項の場合の利用料金等の請求業務を、当社の指定する第三者に委託することがあり、利用者はこれを承諾するものとします。

第１３条（除外事項）
次の場合は緊急サポートサービスの対象外とします。
①建物共有設備におけるトラブル
②午後11時以降翌午前9時までの時間帯における破壊による開錠
③利用者が所有する家電製品等に関するトラブル
④入居当初からの故障・破損に関するトラブル
⑤原状回復に関するトラブル
⑥地震等の天災や火災、暴動等の非常事態におけるトラブル
⑦その他当社が不適切と判断した場合

第１４条（内容）
本人が加入期間中にサービス対象物件の室内(ベランダは除きます。)において侵入盗難被害に遭い、サービス対象物件の賃貸借契約を終了して転居する場合
において、次条の要件をすべて満たす場合に当社から見舞金10万円を給付します。

第１５条（見舞金の給付条件）
見舞金は以下の要件をすべて満たす場合に給付されます。
①所轄の警察署に対して被害届を提出していること
②侵入盗難被害から3か月以内に、サービス対象物件の賃貸借契約につき解約の合意を成立させ、又は解約申し入れの意思表示をしていること
③転居先として、本サービス加入時と同一の不動産会社が管理する住戸について、賃貸借契約を締結していること
④本サービスの有効期間中に、当社所定の申請書等を提出していること
⑤本サービスの有効期間中1回目の申請であること(2回目以降は対象外となります。)

第１６条（除外事由）
次の各号のいずれかに該当する場合は見、舞金は給付されません。
①不在中に施錠されていなかった等、利用者の故意又は重過失による場合
②利用者の親族、止宿人、その他サービス対象物件の居室内に出入りすることが可能な者による盗難の場合
③地震等の天災や火災、暴動等、非常時における盗難の場合
④その他当社が不適切と判断するべき合理的な理由がある場合

第１７条（手続）
1.本人は、盗難転居サポートサービスを利用する場合は、次の書類を提出して当社に利用の申請を行うものとします。

①当社所定の申請書(送金先の金融機関口座情報を含みます
②転居先の賃貸借契約書の写し

2.前項の申請が、規約の定める要件をすべて満たす場合、当社又は当社の指定するものは、本人の指定した金融機関口座に、速やかに見舞金を送金します。

第１８条（他の補償制度との関係）
盗難転居サポートサービスによる見舞金の給付は、保険ではなく、本人への付加サービスであり、他の補償制度や保険等からの給付とは無関係に行うものと
します。

第１９条（内容）
利用者は、年3回を上限として、健康・医療・介護・育児等の生活上の問題について、医療機関、行政機関窓口等の紹介その他の相談を受けられる、健康医療
情報サポートサービスを利用することができます。但し、このサービスは当社が治療・診察行為を行うものではなく、また当社が直接トラブル解決を図るも
のではありません。

２０２３年１０月１日改定

第１条（準用）
総則の規定については、「緊急サポート２４」の会員規約のうち、第１条から第10条を、準用する。準用に際しては、条項中の「ジャパンベストレスキュー
システム株式会社」を「株式会社ヴァンガードスミス」に読み替え、「当社」とは「株式会社ヴァンガードスミス」を指すものとする。

第２条（目的）
本サービスに係る加入者（以下「会員」という）を対象として、会員が被る第三者によるつきまとい被害、その他会員が管理及び居住する家屋等への不法侵
入、SNS利用等に伴うトラブル、近隣の住民や事業者などとのトラブルに関して、その初期対応のアドバイスや解決のために必要な手続きの案内のほか、行
政機関、専門家や専門相談窓口の紹介など、会員に対し情報を提供し、会員のトラブル解決のサポートをするものとします。

第３条（専門相談員）
本サービスは、以前に警察官の職にあった者のうち、前条に記載するつきまとい、不法侵入、SNS トラブル、近隣トラブル等に精通し、当社が専門相談員と
してふさわしい能力を有していると判断し、指定した相談員によってなされるものとします。

第４条（利用資格）
本サービスは、会員及びサービス対象者に限り、利用できるものとします。

第５条（利用方法）
1.会員は、会員規約等に記載された内容等に従って、自らの責任と負担により、本サービスを利用するものとします。
2.ご利用・受付時間は、平日の午前10 時から午後６時30 分まで（土、日、祝、年末年始を除く）とします。ご利用・受付時間以外の時間帯は会員専用メー
ルフォームにて受付し、翌営業日以降の対応とします。

3.ご利用・受付時間内の利用方法は原則会員専用ダイヤルからのみとし、健康上の理由等やむを得ない場合を除き、利用資格のある相談者本人からの電話連
絡を必須とします。正当な理由なく電話連絡を不可とされる場合、相談を中止することがあります。

第６条（サービス内容）
1.会員から専用ダイヤル、又は、専用メールフォームで相談・問い合わせのあった、第13条に記載するつきまとい、不法侵入、SNS トラブル、近隣トラブル
等に関する相談につき、下記の情報を提供することで、トラブル解決のサポートを行なうものとします。
（１）トラブル解決のために必要な措置等の案内、注意点その他初期対応のアドバイス
（２）警察署、行政機関等の専門窓口、専門家等の案内
（３）その他トラブル解決のサポートのために必要な情報

2.本サービスは、弁護士その他の法律専門家によって行なわれる法律相談や法的交渉ではなく、法律相談等以外の情報提供その他の一般的なアドバイスを行
なうものであり、何らかの法律事務を提供するものではありません。また、専門相談員が会員に代わって、第三者である相手方との交渉等を行うことは一
切ありません。

3. 本相談において、法的相談や法的交渉に及ぶ可能性のある相談については、当社にて弁護士に相談のうえ、その対応の可否を検討するものとします。
4.本サービスは、第三者によるつきまとい被害、その他会員が管理及び居住する家屋等への不法侵入、SNS 利用等に伴うトラブル、近隣の住民や事業者など
とのトラブルに関する相談であり、下記の事項についての相談は対象外とします。電話相談中、サービス対象外の事項であると当社相談員が判断した場合
には、相談を中止する場合があります。
（１）本サービスの会員期間以前に発生したトラブルの相談
（２）解決支援の対象とならない近隣との日常的なトラブルの相談
（３）つきまとい行為とは直接関係のない恋愛に関する事項、信仰その他の精神的価値観に関する事項
（４）法令や社会通念に反する事項
（５）その他、情報提供が著しく困難と認められる事項
（６）その他、当社が対象外と判断した事項

第７条（相談方法等）
1.会員は、近隣トラブル解決支援を受けるために、本相談ダイヤルを回数制限等なく利用できます。
2. 近隣トラブル解決支援サービス相談窓口
株式会社ヴァンガードスミス
相談方法：別途会員へ通知の専用ダイヤル、メールフォームによる（平日10:00 ～ 18:30　※土、日、祝日、年末年始を除く）

第８条（サービスの概要）
1.生活再建費用補償サービスは、東京海上日動火災保険株式会社を引受保険会社、当社を保険契約者とする損害保険契約により、不法侵入に遭われた会員に
対し、生活を再建するためにかかる費用を一定の範囲でお支払いするサービスです。

2.会員は、生活再建に係る費用の支払いが発生するまでに所定の方法にて申請を行うものとし、既に支払いが発生している場合には本費用負担の対象外とし
ます。詳しくは、本サービス相談窓口にお問合せください。

3.本サービスが有効な場合に限り、生活再建費用補償サービスが利用可能となります。

第９条（損害保険契約の主な内容）
損害保険契約の主な内容は次のとおりです。
1.日本国内に住む会員が居住する建物または戸室（以下、対象戸室）の占有部分に対する不法侵入の被害に遭うことによって生じた損害に対して、次の保険
金が5万円を限度に支払います。ただし、所轄警察署に被害届が受理された場合に限ります。
（ア）保険の対象である家財に生じた損害（損害保険金）
（イ）対象戸室の鍵の交換費用（セキュリティ対策費用保険金（*））
（ウ）事故の再発防止のためのセキュリティ機器（防犯カメラ、センサーライト、補助鍵、ガラス窓強化フィルム等）の賃借または購入費用（セキュリ

ティ対策費用保険金（*））
（*）事故発生から30 日以内に当社に通知され、かつ事故の発生から180 日以内に支出した必要かつ有益な費用に限ります。

2. 保険金を支払うのは、会員ごとにサービス加入日から１年ごとに１回を限度とします。
3. 会員が加入している他の損害保険にて第20 条１と同様の保険金が支払わる場合には、本保険に優先して支払われるものとします。
4. 会員が本条第2０条にかかる保険金の支払を請求する場合は、次の書類を添えて当社に提出しなければなりません。
（１）警察に受理された被害届受理番号
（２）臨時費用ならびに事故再発防止費用の支出にかかった領収書等の提出

第１０条（保険金をお支払いしない主な場合）
1.次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
（１）本サービス開始日から30 日以内に発生した事故による損害
（２）本サービス開始日より前に既に発生していた事故による損害
（３）被害届または申出が警察に受理されていない事故による損害
（４）会員またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
（５）前記（４）に掲げる者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者（その者が法人である場合は、その理事、取締役

または法人の業務を執行するその他の機関）またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他
の者が受け取るべき金額については除きます。

（６）会員の親族の故意によって生じた損害。ただし、会員に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この規定を適用しません。
（７）詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
（８）下記の物の損害

①船舶、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
②自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
③移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
④義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するもの
⑤動物および植物
⑥印紙、切手
⑦通貨等、預貯金証書､クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネーその他これらに準ずるもの
⑧稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずるもの
⑨高額貴金属等
⑩手形、小切手その他の有価証券
⑪法令により会員の所有または所持が禁止されているもの
⑫データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑬乗車券等

(９) 下記の事由に起因する損害
①風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの保険の対象を収容する建物内への吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害（以下
「吹き込み等損害」といいます。）。

②会員または会員側に属する者（会員が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）の労働争議
に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害

③土地の沈下、移動、隆起、振動等によって生じた損害
④保険の対象が対象戸室の建物内に収容されていないときに生じた損害

（１０）保険の対象である家財のうち、楽器について生じた次のいずれかの損害に対しては、保険金を支払いません。
①弦のみまたはピアノ線のみが切断した場合の弦またはピアノ線の損害
②打楽器の打皮のみが破損した場合の打皮の損害
③音色または音質の変化の損害

（１１）保険の対象である家財のうち、液体、粉体、気体等の流動体に生じたコンタミネーション、汚染、他物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学
変化もしくは品質の低下または分離もしくは復元が不可能もしくは困難となる等の損害に対しては、保険金を支払いません。

２０２４年３月１日改訂
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